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㊟データの転送、スライドの無断転載等は禁止いたします。

改正育児・介護休業法に基づく柔軟な働き方や両立支援に向けて
～法改正のポイントと実務担当者として取り組むべきこと～

【介護編】

相模原商工会議所
神奈川県かながわ労働センター県央支所
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【前 半】「主に育児に関わる法改正への実務対応と両立支援」

・育児休業取得と働き方の現状
・2025年施行改正育児・介護休業法の解説
・出生後休業支援給付、育児時短就業給付の解説
・実務上の対応

セミナープログラム

【後 半】「主に介護に関わる法改正への実務対応と両立支援」

・仕事と介護の両立の現状
・介護休業制度について
・ 2025年施行改正育児・介護休業法の解説
・実務上の対応

©grasse-sr



仕事と介護の両立の現状
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増えていくビジネスケアラー

43月1日開催 経済産業省「第3回企業経営と介護両立支援に関する検討会」資料4-1より©grasse-sr



仕事と介護の両立および離職による経済損失

53月1日開催 経済産業省「第3回企業経営と介護両立支援に関する検討会」資料4-1より

1社あたりの経済損失
大企業：約6億2千万円

©grasse-sr

中小企業：約770万円
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介護休業制度について
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介護休業とは

©grasse-sr

要介護状態にある対象家族を介護する労働者

負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、２週間以上の期間に
わたり常時介護を必要とする状態

配偶者 （事実婚を含む） 、父母、子、
配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

制度の対象者

要介護状態とは

対象家族
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育児・介護休業法 解釈通達 別紙1より
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仕事と介護の両立支援制度

介護休業 介護休暇
短時間勤務
等の措置

所定外労働
の制限

時間外労働
の制限

深夜業
の制限

©grasse-sr
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１．介護休業

制度内容

対象家族１人につき３回まで、通算９３日間休業できます。

ポイント

介護休業は、要介護状態の家族を抱える労働者が、仕事と
介護を両立するための体制を整える準備期間として設けら
れた制度です。
単に「介護をするための休み」ではない点がポイントです。

©grasse-sr
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（雇用保険）介護休業給付金

①雇用保険の被保険者であること
②要介護の家族のために2週間以上の常時介護が必要
③職場復帰を前提として、介護休業を取得している
④過去2年のうち、11日以上働いた月が12か月以上あること

支給単位期間 支給単位期間

通算93日、最大3回に分割して取得可能

◆支給要件

💰給付額の目安 （給与の約67％が支給される）

•月収15万円 → 約10万円支給

•月収20万円 → 約13.4万円支給

•月収30万円 → 約20.1万円支給

休業時開始時賃金日額 × 支給日数（最大93日）× 67％

◆支給額

支給単位期間

©grasse-sr
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２．介護休暇

制度内容

要介護状態の家族の短時間の世話や対応のために取得でき
る休暇制度

・対象家族が1人 → 年5日まで
対象家族が2人以上 → 年10日まで

・有給か無給かは、会社の規定による

３．短時間勤務等の措置

制度内容

利用開始から3年以上の期間、2回以上取得可能

いずれかの１つ以上の制度を設ける

©grasse-sr
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４．所定労働の制限（残業免除）

制度内容

介護が終了するまで、残業を制限できる

５．時間外労働の制限

制度内容

介護が終了するまで、１か月２４時間、１年１５０時間を
超える時間外労働を制限できる

6．深夜業の制限

制度内容

介護が終了するまで、
午後１０時から午前５時までの
労働を制限できる

©grasse-sr



14

介護休業についての誤解

❌誤解①：介護休業は「介護に専念するための制度」

真実：介護休業は「介護体制を整えるための準備期間」として位置づ
けられています。
介護が始まる前の段階で、施設探しやサービス調整、家族との話し合
いなどを行うための制度です。

❌誤解②：「要介護認定」がないと介護休業は使えない

真実：介護保険の「要介護認定」がなくても取得できます。実際に2
週間以上の介助が必要と判断されれば、制度の対象になります。

©grasse-sr
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介護休業についての誤解

❌誤解③：介護休業は高齢者のための制度である

真実：多くの人が「親の介護＝介護休業」と思い込んでおり、障害児
や医療的ケア児の介護には使えないと誤解しています。
実際には、障害を持つ子供の介護にも利用できる制度です。

❌誤解④：介護をするには、介護休業しか選択肢がない

真実：介護休暇、短時間勤務、フレックスタイムなど、他にも両立支
援制度があります。
状況に応じて組み合わせることで、より柔軟な働き方が可能です。

©grasse-sr



2025年施行
改正育児・介護休業法の解説
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育児・介護休業法の改正事項
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① 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和【義務】

改正内容 改正前 改正後

労使協定による除外
対象労働者について

＜除外できる労働者＞
①週の所定労働日数が２日
以下
②継続雇用期間６か月未満

＜除外できる労働者＞
①週の所定労働日数が２日
以下
※②を撤廃

実務対応：労使協定を締結している場合は、（就業規則、労使協定）の見直し

2025.4.1施行

©grasse-sr

② 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように
措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

実務対応：就業規則、（労使協定）の見直し
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③ 介護離職防止のための雇用環境整備【義務】

介護休業や介護両立支援制度（※）の利用について、従業員が円滑
に申し出ができるように、事業主は以下の①～④のいずれかの措置
を講じること。

①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備（相談窓口設置）

③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度の利用促進に関する方針の周知

【望ましい措置】
①～④のうち複数の措置を講じること 実務対応：措置内容の検討と準備

※介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間短縮の措置
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様式例 介護休業及び両立支援制度等
取得・利用促進方針周知例
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④ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等【義務】

（1）介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

介護が必要になったと申し出た従業員に、会社が介護休業などの制度を個別
に説明し、制度を使うかどうかの希望を確認する。

※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

実務対応：周知・意向確認方法の検討、周知文の準備

周知事項
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等（制度の内容）
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先（例：人事部など）
③介護休業給付金に関すること

個別周知・
意向確認 の

方法

①面談②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ
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様式例 介護休業及び介護両立支援制度等
個別周知・意向確認書の記載例
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様式例 介護休業及び介護両立支援制度等
個別周知・意向確認書の記載例
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④ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等（つづき）
【義務】

（2）介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

介護が必要になる前の早い段階で、従業員が制度を知って備えられるように、
会社は介護休業などの制度について、きちんと情報を伝える。

情報提供
期間

① 労働者が40歳に達する日（誕生日前日）の属する年度（１年間）
② 労働者が40歳に達した日の翌日（誕生日）から１年間のいずれか

情報提供
事項

① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等（制度の内容）
② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先（例：人事部など）
③ 介護休業給付金に関すること

情報提供の
方法

①面談②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注：①はオンライン面談も可能。

【望ましい対応】
・制度の説明をするときは、それぞれの制度が“何のためにあるのか”を
ふまえて伝えることが大切 （『介護休業制度』は、介護の準備や体制
づくりのために一定期間仕事を休める制度である など）
・情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知すること

実務対応：
・対象者の抽出・管理
・周知方法の検討と準備
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様式例 40歳情報提供の記載例
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様式例 40歳情報提供の記載例
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介護休業及び介護両立支援制度等
個別周知・意向確認書の記載例

40歳情報提供の記載例



実務上の対応
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「育児・介護休業に関する規則の規定例（簡易版）」©grasse-sr

第５条（介護休暇）

１ 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員（日雇従業員
を除く）は、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、対象家族
が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき10日
を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、
４月１日から翌年３月31日までの期間とする。
ただし、労使協定により除外された、１週間の所定労働日数が２日以下の
従業員からの申出は拒むことができる。

２ 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して
取得することができる。

就業規則の改定

入社6か月未満の従業員を労使協定 に
基づき除外する仕組みが撤廃！



労使協定 ※2025.4.1以降
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育児・介護休業等に関する労使協定

（中略）

（介護休暇の申出を拒むことができる従業員）

第４条 事業所長は、１週間の所定労働日数が２日以下の従業員から介護休暇の申
出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。

（以下省略）

労使協定の再締結

「育児・介護休業に関する規則の規定例（詳細版）」©grasse-sr

入社6か月未満の従業員
の除外撤廃！

労使協定の再締結
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A：はい、そうです。
ただし、令和7年4月1日より前に、すでに介護をしていることが分かってい
る人についても、必要に応じて個別に説明や希望を確認することが望ましい
です。

Q：介護離職防止のための個別の周知・意向確認は、令和7年4月1日以降に介
護に直面したと申し出た人だけが対象ですか？

A：はい、大丈夫です。
介護休業や支援制度への理解を深めてもらうためのものなので、年度のはじ
めなどに対象者を集めてまとめて説明しても問題ありません。

Q：介護に直面する前の早い時期に、支援制度などの情報をまとめて伝えて
もいいですか？

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

厚労省のQ＆Aより抜粋

©grasse-sr
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A：はい、必要です。
介護の対象には祖父母や配偶者の親なども含まれるため、年齢に関係なく誰で
も介護の可能性があります。また、法律ではすべての会社に整備を求めている
ため、対象の社員がいなくても対応が必要です。

©grasse-sr

A：はい、可能です。たとえば「介護休業・介護体制準備休業」や「介護準備
休暇」のように、内容がわかる名前であれば、会社独自の名称にしても問題あ
りません。ただし、法律で定められた条件を満たすことが必要です。

Q：今のところ介護をしている社員がいないし、今後採用する予定もないので
すが、雇用環境の整備は必要ですか？

Q：介護休業制度に、社内でわかりやすくするため独自の名前をつけてもいい
ですか？
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＜介護＞ 法改正対応チェックリスト

(1)介護休暇
□育児介護休業規定、労使協定から「継続して雇用された期間が６か月

未満の労働者」の要件を削除した

(2)個別の周知・意向確認の措置（介護の申出時点）
□個別の周知、意向確認のための書式を用意した

(3)早い段階での両立支援制度等の情報提供（40歳時点）
□情報提供が必要な対象者を把握している
□情報提供のための書式を用意した

(4)雇用環境の整備
□雇用環境の整備にあたって実施する措置を決定した

(5)介護のためのテレワーク導入の努力義務
□介護のためのテレワーク導入を検討した
□導入の場合、関連規定を整えた



法改正対応に必要な情報
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

厚生労働省の下記サイトから必要な書式等を入手してください。
・育児介護休業法に関する規定例
・労使協定例
・法改正の説明資料
・社内書式例（申出書、周知文など）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

©grasse-sr

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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ご清聴いただき、
ありがとうございました！

©grasse-sr
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